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はじめに 

全国の地下水の水質測定結果において、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（以下、「硝酸性窒素等」

という。）の環境基準の超過率は、継続して地下水環境基準項目の中で最も高くなっており、硝

酸性窒素等による地下水汚染問題は喫緊の課題です。特に、硝酸性窒素等は乳児にメトヘモグロ

ビン血症を引き起こすことが知られており、良質な地下水資源に恵まれ、水道水源を地下水に頼

っている地域においては、深刻な問題となっています。 

硝酸性窒素等は、その発生源（施肥、家畜排せつ物、生活排水等）が面的かつ多岐にわたるこ

とから、その対策に当たっては、関係行政機関や関係団体、及び住民の理解と協力を得て、地域

の自然的・社会的特性、汚染実態、発生源の状況等に応じた総合的な対策を計画・実施すること

が重要となります。 

また、平成 26年４月に公布された「水循環基本法」や 平成 27年７月 10日に閣議決定された

「水循環基本計画」に基づき、水循環の視点において地下水挙動を把握した上で持続可能な地下

水の保全と利用を図る「地下水マネジメント」を実施することが求められています。 

環境省では、硝酸性窒素対策の技術的ガイドラインとして以下の資料（以下「硝酸性窒素対策

マニュアル等」という。）を平成 11～13年に策定しました。 

 「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る水質汚染対策マニュアル（平成 13年７月）」 

 「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る土壌管理指針（平成 13年７月）」 

 「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る参考資料集（平成 13年 12月）」 

 「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る地下水汚染調査マニュアル（平成 11年３月）」 

今回作成したマニュアルは、上記資料の内容を更新するとともに、新たな知見、情報等を追加

するとともに、水循環基本計画の内容を踏まえ、構成等を編集し直し、今後の地下水の硝酸性窒

素等による汚染対策のための技術的な支援を目的として策定したものです。 

本マニュアルでは、第Ⅰ編で硝酸性窒素対策のための技術を中心としたマニュアルを、第Ⅱ編

で硝酸性窒素対策に関連する種々の参考資料をそれぞれ記載しています 。 

今後、地域において硝酸性窒素等総合対策を推進する際に、各地域で対策を担当する関係者等

にとって技術的な支援の一部として役立て頂ければ幸いです。 

最後に、本マニュアルの改訂に当たっては、「地下水保全のための硝酸性窒素等地域総合対策

検討会（座長：平田健正 放送大学和歌山学習センター所長）」の委員の方々からご指導・ご助言

を頂きました。ここに改めてお礼申し上げます。 

 

           平成 28年３月 環境省 水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室 
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１. 硝酸性窒素等による地下水汚染の特徴 

自然状態の地下水から高濃度の硝酸性窒素等が検出されることはまれである。したがって、

10mg/Lを超える高濃度の硝酸性窒素等が地下水から検出された場合、一般的には人間の活動に起

因するものと考えられる。その主な原因として、次の３つの要因が考えられる。 

① 過剰施肥によるもの 

② 家畜排せつ物の不適正処理によるもの 

③ 生活排水の地下浸透によるもの 

このように、土壌への窒素の供給源は、耕作地などの面源と、畜産排せつ物、生活排水などの

点源に区分される。なお、これら供給源には広域的又は高密度な点源があり、供給が長期的に継

続して行われていることが多い。また、硝酸塩は水に対する溶解度が大きく、地下水とともに移

動し易いため、10mg/Lを超える汚染の範囲（以下、「汚染範囲」という。）は比較的広い。 

なお、このような人為的な窒素供給源の影響を受けない地下水においても、動植物の分解や微

生物の固定により生成される窒素や、酸性雨などの降下物中の窒素などが供給源となっている硝

酸性窒素等を含んでいる。 

以上のように、硝酸性窒素等による地下水汚染の特徴としては、以下が挙げられる。 

① 高濃度汚染は、そのほとんどは人間活動に起因する汚染である。 

② 窒素の供給源には面源と点源がある。 

③ 汚染範囲は比較的広い。 

④ 自然状態の地下水にも硝酸性窒素等がある程度含まれている。 

 

 硝酸と硝酸性窒素の関係 

 

水中の硝酸濃度、亜硝酸濃度、アンモニウムイオン濃度は、化合物全体の濃度（イオン濃度）を表すのに対

して、硝酸性窒素濃度、亜硝酸性窒素濃度、アンモニア性窒素濃度は、それぞれの化合物の中の窒素の濃度を

表す。 

 

無機態窒素の区分 意味 
窒素（N）濃度とイオン濃度の関係 

※化学式量比 

硝酸性窒素 

（NO３-Nと表記） 

水中に含まれる硝酸イオン（NO３
－） 

中の窒素の濃度 

 

亜硝酸性窒素 

（NO２-Nと表記） 

水中に含まれる亜硝酸イオン（NO２
－）

中の窒素の濃度 

 

アンモニア性窒素 

（NH４-Nと表記） 

水中に含まれるアンモニウムイオン

（NH4
＋）中の窒素の濃度 

 

 

 

NO３-N 
硝酸性窒素 

 

NO３
－ 

硝酸(イオン) 

 

×14／62 

 

＝ 

＝ NO２-N 
亜硝酸性窒素 

 

NO２
－ 

亜硝酸(イオン) 

 

×14／46 

 
＝ NH4-N 

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 

 

NH４
＋ 

ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ ×14／18 
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２. 地下水の実態把握の手法  

地下水汚染の原因となる硝酸性窒素等の主な発生源としては、大きく生活系、農業系（施肥）、

畜産系（家畜排せつ物）が挙げられている。この他、事例としては殆ど無いが、産業系も発生源

の一つとして考えられる。地下水の実態把握を目的として実施する地下水汚染調査の一般的な流

れは、図２-１に示すとおりであり、①資料等調査、②現況把握調査、③原因究明調査及び④効果

把握調査の４段階に分けられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ 地下水汚染調査の一般的な流れ 

（出典：環境省水環境部地下水地盤環境室 監修,硝酸性窒素による地下水汚染対策の手引き, 

公害研究対策センター,平成 17年） 
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（１）資料等調査 

都道府県等が実施する水質汚濁防止法に基づく常時監視(地下水質の場合にあっては、「水

質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行について」(平成元年９月 14 日付け環水管第 189

号水質保全局長通知)で示された「地下水質調査方法」のうちの概況調査)、水道事業者が実

施する水道原水調査、地方自治体等が実施する水質調査等の結果を収集・整理し、硝酸性窒

素等に係る公共用水域及び地下水の汚染の状況を把握する。 

汚染が発見された場合には、汚染が発見された場所の周辺地下水または公共用水域の調査、

地下水質の常時監視に係る汚染井戸周辺地区調査などを実施することにより、汚染帯水層、

汚染流域、硝酸性窒素等の濃度分布等を可能な限り把握する。 

なお、簡易測定法を用いて硝酸性窒素等による汚染の状況の概要を把握した後、公定法に

より調査・分析を行うことにより、効率的に汚染の範囲、濃度分布を明らかにすることが合

理的である。 

（２）現況把握調査 

汚染判明地域及びその周辺の地形や地下水流動、地下水涵養地域、公共用水域の集水域等

を考慮した範囲を対象に、水文状況、水文地質状況、土地利用状況、汚濁負荷源の分布状況

等の概況を把握するため、関係資料を収集・整理する他、必要に応じて聞き取り調査及び現

地調査を行う。収集した資料については、地図上に記入するなど、適切に整理する。 

なお、深井戸の汚染の場合には、汚染原因が汚染井戸から相当離れた地下水上流の地域に

存在することがあるので注意を要する。また、汚染の原因が過去の土地利用形態等に起因す

る場合もあるので、これらについても調査しておくことが望ましい。 

窒素化合物は環境中で硝酸性窒素等に変化することに留意し、次のデータ等を入手するこ

とにより、窒素供給量を把握する。なお、施肥量、排水量、窒素含有量等は、対象地域にお

ける実測データを入手することが望ましいが、実測データが得られないものについては、文

献等により原単位など窒素供給量の算出に必要なデータを入手する。 

特に、地下水質の調査にあたっては、地方自治体等が保有する井戸台帳や現地聞き取り調

査等により周辺の井戸の分布状況を把握し、地下水の流動や帯水層等を踏まえ、効率的な調

査が行われるように調査対象井戸を選定する。汚染判明井戸の取水帯水層が明らかな場合に

は、汚染判明井戸と同一の帯水層から取水している井戸を選定する。汚染判明井戸の取水帯

水槽が不明な場合には、汚染判明井戸周辺の取水帯水層が明らかな井戸において調査を行い、

汚染されている帯水層を明らかにした後に調査対象井戸を選定する。なお、その他の帯水層

についても、汚染の有無を確認するために適宜選定しておくことが望ましい。 

硝酸性窒素等による汚染が明らかになった場合には、飲用による影響を防止するため、水

道関係部局に通知するとともに、井戸所有者への飲用指導、水道事業者への連絡等を実施す

る。 

現況把握調査を進めるうえで、ポイントとなる主な調査項目は以下の通りである 。 

① 工場・事業場排水 

窒素含有水を排出する工場・事業場における排水処理状況、排水量、排水の窒素

濃度等 
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② 家畜排せつ物 

家畜の種類、家畜頭数、飼育形態、排せつ物発生量、排せつ物の処理方法別処理

状況、排せつ物の窒素含有率等 

③ 生活排水 

下水道、農業集落排水処理施設、浄化槽等生活排水処理施設の利用人口及び排水

の窒素濃度、単独処理浄化槽の場合の生活雑排水の窒素濃度、地下浸透処理実態等 

④ 施肥 

耕地面積、作物の種類、年間施肥量、肥料の窒素含有率、施肥基準、栽培作物の

窒素吸収量、施肥方法、施肥時期、肥料の種類、施設栽培における排水量・排水水

質等 

⑤ 自然 

人為的な影響を受けていないと考えられる地下水の窒素濃度（大気汚染（排ガス

等）由来の降下物・酸性雨等、植物由来、動物由来、土壌微生物由来の窒素量)、降

水量及び降水中の窒素濃度、降水浸透率等 

 

（３）原因究明調査及び効果把握調査 

水質調査及び資料等調査の結果を整理し、硝酸性窒素等濃度の分布、負荷発生源の立地・

分布、負荷発生源ごとの窒素供給量、地下水の流動、地下水の涵養域、河川の流況等から、

下記の事項について検討し、汚染原因を究明する。 

① 硝酸性窒素等濃度の分布、負荷発生源の立地・分布状況等から、点的発生源のみに

よるものか、面的発生源が関与しているかを検討する。 

② 面的発生源が関与していると考えられる場合は、公共用水域の集水域、地下水の流

動及び涵養域から関係地域の範囲を設定し、この範囲内の点的発生源も含めた負荷

発生源ごとの窒素供給量を整理・比較する。また、地図上に硝酸性窒素等濃度と負

荷発生源の立地・分布状況を整理し、検討する。 

③ 公共用水域の汚染の場合は、硝酸性窒素等の濃度分布に加えて、アンモニア性窒素

の濃度分布に特に注意し、当該公共用水域への流入水の水質及び流量を踏まえ、汚

染原因を検討する。 

④ 地下水の汚染が深層である場合は、汚染が浅層である場合に比べて広い範囲の汚濁

負荷源の影響を受けていることも考えられることから、広域的な地質構造や地下水

の流動状況なども考慮し検討する。 

⑤ 汚染の原因が過去の土地利用、井戸の構造等に起因していることもあるので、この

ことを踏まえて検討する。 

 

また、硝酸性窒素等の挙動を把握するため、硝酸性窒素等濃度と併せて、排水関連成分、

肥料関連成分等の項目についても分析しておくことが望ましい。 
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３. 地下水汚染の原因と対策効果の調査手法 

３.１. 原因究明と対策効果の把握に関する調査の概要 

地下水汚染調査の「原因究明調査」、「効果把握調査」として一般的な手法を、それぞれの

特徴、長所・短所、コスト等について定性的に評価し、表３.１－１に示す。 

  同表では、地下水汚染の実態を質的と量的に区分し、把握する手法を示している。 
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表 ３.１－１ 原因究明と対策効果把握のための手法の整理 

項目 
地下水調査手法 

地下水の 
窒素負荷発生状況調査 数値シミュレーション手法 

キーダイアグラム ヘキサダイアグラム 安定同位体比法 
窒素原単位法 

（マテリアルフロー） 移流分散拡散モデル リスク評価モデル 

特徴 

・主要陽イオンと陰イオ
ンのデータをプロッ
トしてグルーピング
を行い、地下水の空間
分布状況や汚染の広
がり等を把握するの
に有効である。 

・地下水自体の起源の推
定にも有効である。 

・硝酸性窒素による汚
染の広がり等を把握
するのに有効であ
る。 

・地下水の流動時間の
推定にも有効であ
る。 

・地下水の硝酸性窒素
の起源を推定し、汚
染の原因（施肥、家
畜ふん尿、他との区
別）を推測すること
が出来る。 

・地域の発生源毎の発
生負荷量、地下浸透
量などの概要を把握
できる。 

・目に見えない地下水の流動状況
や水質分布などを可視化出来
る。 

・施肥等の負荷削減シナリオの検
討が可能である。 

・定量的な解析により、汚染の流
動時間や対策効果が現れるまで
の時間の推定も可能である。 

・生産量を変え
ずに、施肥等
の負荷削減シ
ナリオの検討
が 可 能 で あ
る。 

長所 

・地下水の水質調査結果
から、簡便に汚染の広
がりを把握できる。 

・データが得やすい。 
・硝酸イオン以外に硫
酸イオン等と組み合
わせることにより、
汚染原因をある程度
推定できる。 

・原因をある程度特定
できる。ヘキサダイ
アグラム等と組合せ
て解析することによ
り、より推定の精度
が高まる。 

・発生負荷量から、対
策の対象となる発
生源を特定できる。 

・負荷削減ケースごとに水質を予
測し、効果を定量的に評価でき
る。 

・３Ｄの流動解
析モデルに比
べて、簡易に
水 質 を 予 測
し、効果を評
価できる 

短所 

・地下水の空間分布の特
徴は把握できるが、汚
染原因との関連性を
判定する点でやや弱
い。 

・常時監視項目以外の
項目について、測定
が必要。 

・測定できる分析施設
が限定され、一般項
目の分析コストに比
べてやや割高であ
る。 

・負荷量が地下水水質
にリンクしていない
ので、対策の評価が
出来ない。 

・地下水位や河川流出量、地温等
の連続実測データが多くないと
現況再現が困難。透水係数等の
土壌、地質に係るパラメータや、
窒素の変換に関する種々の詳細
なパラメータの設定が必要。特
に温度依存項の設定が難しい 

・まだ、パラメ
ータ等に不確
実性がある。 

・定常モデルな
ので、長期の
非定常な現象
に向いていな
い。 

コスト 

・通常の常時監視調査項
目に項目を追加する
必要があるが、分析費
は安価。 

・通常の常時監視調査
項目に項目を追加す
る必要があるが、分
析費は安価。 

・最近は測定機器が安
くなってきたので、
分析単価も安くなっ
てきたが、一般項目
よりは高価。 

・統計資料の解析が主
な作業なので安価。 

・３次元流動拡散モデルの実行は
一般的に高価。 

・リスク評価モ
デルは相対的
に安価。 
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３.２. 地下水調査手法 

汚染原因の特定を行い、適切な対策を講じるためには、硝酸性窒素等以外の水質項目や、土

地利用などの外的要因との関連性についても検討する必要がある。対象となる水質項目として

は、「水道事業体において通常測定している項目」と「必要に応じて適宜検討する項目（カル

シウムイオン、硫酸イオン、窒素安定同位体比等）」がある。また外的要因としては、土地利

用状況、地下水の流動系、集水域面積、降水量等がある。 

以下では、詳細水質調査の具体的内容として「キーダイアグラムによる方法」、「ヘキサダ

イアグラムによる方法」、「窒素安定同位体比による方法」、「その他の手法（濃度相関マト

リックスによる方法）」について概要と事例を示す。 

 

（１）キーダイアグラムによる方法 

キーダイアグラムは本来、主要陽イオン、主要陰イオンの組成比を示す２つの三角ダイ

アグラムと、それを合成して得られる１つの菱形ダイアグラムから構成される。 

水質解析を行う場合には、簡略化して菱形ダイアグラムのみで十分な場合が多い（図３.

２-１ 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３.２－１ キーダイアグラム 

（出典：榧根：実例による新しい地下水調査法，山海堂，1991） 

 

ダイアグラムを作成するには、表３.２-１に示す換算係数にて、濃度単位（mg/L）か

ら当量単位（mEq/L（mmolC/L））に換算して次式の計算を行い、［HCO3
－］軸と［Ca2+＋

Mg2+］軸の交点にプロットする。 

[HCO3
－]％＝(HCO3

－)÷(HCO3
－＋Cl－＋SO4

2－＋NO3
－)×100 

[Ca2+＋Mg2+]％＝(Ca2+＋Mg2+)÷(Ca2+＋Mg2+＋Na+＋K+)×100 
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表３．２－１ mg/Lから mEq/L（mmolC/L）への換算係数 

項目 記号 係数 

カルシウム （Ca） 0.0499 

マグネシウム （Mg） 0.0822 

ナトリウム （Na） 0.0435 

カリウム （K） 0.0256 

マンガン （Mn） 0.0364 

第１鉄イオン （Fe2+） 0.0358 

アンモニウムイオン （NH4+） 0.0556 

アルカリ度 （CaCO3
－） 0.0200 

炭酸水素イオン （HCO3
－） 0.0164 

炭酸イオン （CO3
2－） 0.0333 

塩化物イオン （Cl－） 0.0282 

硫酸イオン （SO4
2－） 0.0208 

硝酸イオン （NO3
－） 0.0161 

ふっ化物イオン （F－） 0.0556 

（出典：榧根：実例による新しい地下水調査法，山海堂，1991） 

 

この方法の利点としては、以下が挙げられている。 

 プロットされた位置で水質組成が分かる。 

 グルーピングが容易である。 

 異質の水の混合など、グループ間の差異、相互関係が分かる。 

 溶存成分量の多少に関係なく作図できる。 

 多数のサンプルを同時に扱える。 

一方、欠点としては、以下がある。 

 比率のみで量的関係が分からない。 

 計算や作図がやや面倒である。 

 同一スペースに集中する場合の作図が困難である。 

ただし、欠点とされている作図に関して、現在はコンピュータソフトを使えば問題はな

い。 

図３.２-１にプロットすることにより、地下水の特徴を把握することができる。 

例えば、同一の地下水系（同一の水質起源）に属すると考えられる地下水は、その含有

量の大小に関係なく、ほぼ同一の箇所に集中する。また、このグラフのⅠからⅣのどの位

置にプロットされるのかによって、地下水の性状を以下のように分類することができる（榧

根,1991）。 

（Ⅰ型）炭酸塩硬度（Carbonate Hardness） 

Ca(HCO3)2 や Mg(HCO3)2 により構成される地下水である。主として不圧地下水は

この部分に位置し、循環性の供給型地下水の特徴を有している。被圧地下水もこの

地点にあるが、もっと広範囲に散り、徐々に(Ⅱ)に移行する傾向がある。 
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（Ⅱ型）炭酸アルカリ度（Carbonate Alkalinity） 

NaCO3 や K2CO3 からなり、停滞性の水質であることを示す。停滞性の被圧地

下水はこの位置に集まる傾向がある。 

（Ⅲ型）非炭酸塩硬度（Non-Carbonate Hardness） 

汚染されていない通常の地下水にはあまり見られないが、窒素肥料による影響

を受ける場合、このタイプに位置することがある。 

（Ⅳ型）非炭酸アルカリ度（Non-Carbonate Alkalinity） 

塩化物や硫酸塩が主体であり、海水の混入や化石塩水の混入した地下水である

と考えてよい。 

 

■ キーダイアグラム手法 

図３.２-２は、岐阜県各務原台地の地下水試料から作成したキーダイアグラ

ムの例である。 

陽イオンは［Ca2+＋Mg2+］グループ、陰イオンは［NO3
－＋Cl－＋SO4

2－］グループ

がともに50％以上にプロットされるⅢ型に該当する試料が多いことが分かる。 

このことから、Ⅰ型やⅡ型にプロットされるような一般的な地下水ではなく、

窒素肥料の影響を受けた地下水であることや、このような地下水が台地に広く分

布している状況を読みとることができる（寺尾,1996）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３.２－２ キーダイアグラムの例 

（出典：社団法人日本水道協会,平成 11 年度厚生省委託費による水道における硝酸性窒素 

及び亜硝酸性窒素対策の手引き,平成 12年３月） 
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■ トリリニアダイアグラム手法 

キーダイアグラムの応用例として、NO3-N 濃度別に分別して示すトリリニア  

ダイアグラムを作図する手法がある。キーダイアグラムと同じ４つの特性を基本

としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３.２－１ NO3-N濃度別のトリリニアダイアグラムの例 

（出典：三上英敏,高田雅之,三島啓雄，地下水硝酸汚染に係わる汚染源簡易判定の手順， 

北海道環境科学研究センター所報，第 35号，2009） 
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（２）ヘキサダイアグラムによる方法 

ヘキサダイアグラムは、地下水中の主な溶存イオンの等量濃度を３本の水平軸上にプロ

ットし、各点を結んで多角形で表示するものである。図３.２-４にヘキサダイアグラムの

例を示す。０軸を挟んで右側が陽イオンの当量濃度、左側が陰イオンの当量濃度である。 

なお、硝酸イオン（NO3
－）については、黒く塗りつぶすことにより、窒素汚染の指標と

して汚染の程度を強調することができる。黒い部分がない場合は、硝酸イオンが存在しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３.２－４ 特徴的な３パターンのヘキサダイアグラム 

ヘキサダイアグラムを用いると主要イオンの組成が視覚的に理解できる。硝酸汚染が激しくなると、 

黒く塗りつぶされる部分が大きくなる。また、硫安等の硫酸塩化学肥料を施用している畑地の影響を 

受ける場合は、SO4
2－濃度が大きくなり、右下の白色部分が大きくなる。未汚染地下水はきれいな菱 

形が描かれる場合が多い。 

（出典：図３．２－３と同じ） 

 

この方法の利点として、以下が挙げられている。 

 作図が簡単で、図の形状から水質組成がわかる。 

 図の大小から溶存成分量がわかる。 

 NO3
－を黒く塗りつぶしているので硝酸性窒素汚染の状況を把握しやすい。 

 図形が単純であり比較分類が容易である。 

一方、欠点としては、以下がある。 

 ２成分系の混合などの微妙な差が分からない。  

 溶存成分量の差が大きい場合に同一スケールで描けない。 

 温・鉱泉や塩水化地下水など、特定の成分が極端に多い場合の作図が困難である。 

 

一般的に耕作地に化学肥料として硫安、中和剤として苦土石灰を施用した場合、自然状

態のヘキサダイアグラムと比較して、硝酸イオン、硫酸イオン、カルシウムイオン及びマ

グネシウムイオンが増加する。 
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家畜排せつ物由来、化学肥料由来や浄化槽排水由来の窒素が多い場合、ヘキサダイアグ

ラムの右下の濃度（NO3
－＋SO4

2－）が高くなることが考えられる。その場合、汚染源の主な

判別基準は、表３.２-２に示すように、SO4
2－の割合と NO3

－（NO3-N）の割合から推定する

ことができる。簡単に、化学肥料が多い場合は硫酸塩濃度が高くなり、家畜排せつ物堆肥

や浄化槽排水の場合は硫酸塩濃度が低いことから判断する。 

 

表３.２－２ 主な窒素汚染源の水質的特徴（全イオン当量に対する割合） 

 

 

 

 

 

 

（出典：三上英敏,高田雅之,三島啓雄，地下水硝酸汚染に係わる汚染源簡易判定の手順， 

北海道環境科学研究センター所報，第 35号，2009） 

 

三上ら（2009）の調査事例では、ヘキサダイアグラムと、以下に述べる安定同位体の測

定結果を併せて解析することにより、より汚染源の判定が精度よくできるとしている。 
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（３）窒素安定同位体比による方法 

窒素には、14Nと 15Nの２つの安定同位体が存在し、大気中での存在比は 99.635％と

0.365％とほぼ一定である。窒素供給源によってこの２つの安定同位体の存在比がほぼ一定

の範囲に収まる性質があることから、この性質を利用して、地下水で検出される窒素の供

給源を推定する方法である。 

窒素の安定同位体比δ15N 値は、対象とする物質の 15N と 14Nの比 R（＝15N/14N）を求め、

標準物質（大気中の窒素）の同位体比との差を千分率で表したものであり、次式により算

出される。 

δ15N(‰)＝[(Rsample/Rair)－1]×103 

R：15N/14N  Rair：3.663×10-3（＝0.365％÷99.635％） 

δ15Nは大気中の窒素成分との差として表現されるため、大気中の窒素ガスを固定して製

造される無機化学肥料のδ15N値は、理論上ゼロとなる。 

図３.２-５にδ15N値の報告例を示す。図から、降水で－８～２‰、化学肥料で－7.4～

6.8‰、家畜排せつ物で 10～22‰、下水処理水で８～15‰などの値が報告されており、こ

れらの値を目安として窒素の供給源を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３.２－２ δ15N値の報告例 

（出典：環境省水環境部地下水地盤環境室 監修,硝酸性窒素による地下水汚染対策の手引き, 

公害研究対策センター,平成 17年） 

 

図３.２－６は、全国各地で観測された硝酸性窒素濃度と窒素安定同位体比δ15Nの関係

を示したものである。 

地下水中の硝酸性窒素が無機化学肥料に由来する場合、硝酸性窒素濃度の上昇に伴い、

δ15N 値は徐々に減少する。無機化学肥料を使用している山形県試験地では、δ15N 値の範

囲が 1.1～7.9‰と低く、硝酸性窒素濃度に対して横に長く伸びる分布を示す。 
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一方、浄化槽排水由来の窒素成分が多いと見られる香川県試験地では、δ15N値の範囲が

4.8～21.2‰となっており、観測対象とした地下水の中では最も高い部類に属している。 

このように、窒素安定同位体比は土地利用形態をある程度反映し、その指標となりうる。

一般に、無機化学肥料施用地では低く、有機態窒素由来の地下水は高めの値を示すことが

多い（平田,1996）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３.２－６ 硝酸性窒素濃度と窒素安定同位体比δ15Nの関係 

（出典：平田健正,わが国における硝酸性窒素による地下水汚染の現状と問題点, 

水環境学会誌，Vol.19，No.12，pp.950～955，1996） 

 

■窒素安定同位体比解析事例（宮古島） 

窒素の安定同位体比について宮古島で観測された事例を以下に示す。 

近藤ら（1997）(1)は、宮古島の観測地点の周辺と上流の土地利用関係を３つに分

け、δ15N値（‰）と硝酸性窒素濃度の関係を調査した。図３.２-７にδ15N値（‰）

と硝酸性窒素濃度の関係を示す。 

地下水流動（上流側の土地利用の影響）、脱窒などの影響を受け、分布に重複

はあるものの、主要な汚染源である農地（化学肥料）と市街地（生活排水）が判

別できており、地域の条件を考慮すれば汚染源の同定が可能となる。なお、これ

らの評価には、ある程度の数の試料を分析する必要があり、地下水の流動系、土

地利用状況等の基本的情報が必要である。 

                            
(1) 近藤洋正,田瀬則雄,平田健正.沖縄県宮古島における地下水中の硝酸性窒素の窒素安定同位体比につい

て,地下水学会誌,39,1997 
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図３.２－７ 宮古島における硝酸性窒素と窒素安定同位体比の関係 

       土地利用別に(平均±標準偏差)の四角形(実線)、包絡四角形(点線)を示してある。 

（出典：田瀬則雄,水文学における環境同位体の利用,化学工業,67,2003） 

 

この他、窒素の安定同位体と合わせて硝酸に含まれる酸素の安定同位体δ18O

値を用いると、より起源の推定がしやすくなる(2)。 

図３.２-８に様々な窒素化合物がとりうるδ15N 値およびδ18O 値の範囲を示す。 

 大気窒素を起源とするマメ科植物や肥料中のδ15N値は O付近の値をとる。 

 土壌中の窒素化合物のδ15N値は、インプットとなる化学肥料や家畜ふん

尿、降雨などを反映し様々な値をとる。一般に、土壌窒素のδ15N値は軽

い窒素原子の方が先に溶脱し、植物吸収、脱窒などにより失われるため、

Oより高くなる傾向にある。 

 家畜ふん尿や下水中に含まれる窒素化合物のδ15N値は、動物体内におけ

る代謝や排泄後のアンモニア揮散による同位体分別などにより高い値を

とる。 

 硝化細菌によって生成された NO3の３つの酸素原子のうち、２原子は水由

来で、残りの１原子は酸素由来となる。よって、植物体や家畜ふん尿、

下水、土壌等の有機態窒素やアンモニア性窒素を起源とする硝酸性窒素

は、硝化が起こった場所の水および酸素のδ18O値を反映し、通常は－５

から 15程度の値をとる。 

 化学肥料に含まれる硝酸中の酸素原子は大気中の酸素を起源とするので、

大気中の酸素の同位体比(δ18O値＝+23.50‰)に近い値をとる。 

                            

(2)
  (独)農業環境技術研究所,水環境保全のための農業環境モニタリングマニュアル改訂版.平成 18年 
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図３.２－８ 様々な窒素化合物がとりうるδ15N値およびδ18O値の範囲 

       アンモニア性窒素および有機態窒素のδ18O値は硝化によって生成されたときの 

NO3の δ18O値を示す。 

（出典：(独)農業環境技術研究所,水環境保全のための農業環境モニタリングマニュアル 

改訂版,平成 18年） 

 

■ 窒素と酸素の安定同位体比解析事例（熊本県） 

富家ら（2011）は、1960 年から５年ごとに実施されている農林業センサス調

査の結果から農業から発生する窒素負荷量を推計した。当該センサス調査では、

面積の比較的小さな旧市町村単位で農作物別の耕地面積や家畜別の頭数などの

情報が得られている。これらのデータをもとに、基準施肥量や家畜からの窒素排

出量、降水量、窒素溶脱率等を設定し、地下浸透水における NO3-N濃度を推計し

た。 

地下浸透水中の NO3-N濃度の推定に当たり、窒素負荷源での土地利用が主に農

地であるとして地下への浸透率を一律と仮定し、降雨の約 1/3（34％）が地下に

浸透するものとしている。また、窒素溶脱率については、文献等から、水田で 0.05

（５％）、畑および畜産排出物で 0.35（35％）と仮定している。 

図３.２-９に、農業由来の地下浸透水中の硝酸性窒素濃度の推移を示す。 

また、図３.２-10に、地下水の硝酸性窒素の安定同位体δ15N値の測定結果を

示す。 

富家ら（2011）は、これら施肥や家畜からの窒素排出量を推定した結果、近年

における家畜排せつ物による窒素負荷の増加傾向が明らかで、そのトレンドは地

下水涵養域や上流域の地下水 NO3-N濃度の上昇傾向に合致するとしている。 
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また、これらの GISを活用した農林業センサスデータ解析と安定同位体分析の

結果から，熊本都市域地下水における NO3-Nの主な負荷要因は家畜排せつ物や堆

肥等の有機態窒素であると結論している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３.２－９ 農業由来の地下浸透水中の硝酸性窒素濃度の推移 

（出典：富家ら, 熊本都市域における地下水中硝酸性窒素濃度の現状と地理情報システムおよび窒素安定

同位体分析による窒素負荷要因の解明, 水環境学会誌, Vol.34, 2011） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３.２－１０ 地下水の硝酸性窒素の安定同位体比 

（注：○番号は試料採取地点番号である。） 

（出典：図３．２－１０と同じ） 
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■ 窒素と酸素の安定同位体比解析事例（茨城県） 

以下にδ15N値およびδ18O値を用いた負荷源解析事例を示す。 

図３.２-１１に茨城県の台地畑における地下水位と地下水中の亜酸化窒素の

安定同位体比の関係を示す。 

① 茨城県内の台地畑（厚層黒ボク土、畑地では主に化学肥料を施用し、また

近傍の養豚農家では 1999年頃まで素堀りにより家畜ふん尿を廃棄していた）

を流下する浅層地下水中の N2O のδ15N値は高水位期において－20‰程度で

あり、全窒素（TN）のδ15N値よりもかなり低い。これは高水位期の N2O は

主に硝酸化成の過程で生成していることを示すとしている（図３.２-１１ 

参照）。 

② N2Oのδ15N値とδ18O値の変動（図３.２-１１ 参照）の要因としては、２

種類の N2Oの混合、あるいは脱窒等による N2Oの N2への還元が考えられると

している。 

この観測井戸におけるδ15N 値とδ18O値の変化量はおよそ１:１であり、

一般の脱窒過程における変化量（δ15N：δ18O ≒ １:２）と異なる（図３.

２-１２ 参照）。 

          したがって、この観測井戸における N2Oのδ15N値とδ18O 値の変化が脱窒

によるものではなく、地下浸透した肥料成分由来の「軽い（安定同位体比の

低い）」N2O と水平移動した家畜ふん尿由来の「重い（安定同位体比の高い）」

N2Oとの混合比が変わったことによるものであると推測されるとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３.２－１１ 茨城県の台地畑における地下水位と安定同位体比の関係 

（出典：(独)農業環境技術研究所,水環境保全のための農業環境モニタリングマニュアル 

改訂版,平成 18年） 
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図３.２－１２ 観測井におけるδ15N値とδ18O値の変化量 

（出典：図３．２－１１と同じ） 
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（４）その他の手法（濃度相関マトリックスによる方法） 

濃度相関マトリックスによる方法は、地下水質の各項目間の相関係数をマトリックス形

式で表し、相関係数の大小によって汚染原因を検討する方法である。例えば、硝酸性窒素

とカルシウムイオン（Ca2+）やマグネシウムイオン（Mg2+）の相関が高い場合、あるいは窒

素肥料の主成分である硫酸イオン（SO4
2－）がカルシウムイオンやマグネシウムイオンと相

関が高い場合等には、窒素肥料による汚染の原因が考えられる。このように、検討の対象

とする分析項目には、各種のイオン等常時監視調査で通常測定していない項目も含まれる

ので、必要に応じて適宜こうした項目も追加して測定することが望ましい。 

 

■ 濃度相関マトリックスの事例 

表３.２-３ は、窒素肥料（硫安）の溶脱により地下水汚染が発生した地域の地下

水の濃度相関マトリックスの例である。 

硝酸性窒素（NO3-N）と高い相関性を示した項目は、電気伝導率（EC），Ca2+，Mg2+

であり、相関係数はそれぞれ 0.83、0.76、0.76 であった。また、窒素肥料の主成分

である硫酸イオン（SO4
2－）も、電気伝導率，Ca2+，Mg2+との間に、それぞれ 0.86、0.88、

0.83と高い相関性があった。 

この事例地域では、窒素肥料とともに土壌の酸性化を防ぐ目的で苦土石灰（カルシ

ウムとマグネシウムを主成分とする肥料）が多量に散布されていることから、肥料に

由来する硝酸性窒素と硫酸イオンが、カルシウムイオンやマグネシウムイオンと高い

相関関係を持つことから、地下水の硝酸性窒素の起源は、窒素肥料であると推定でき

る。 

なお、アルカリ度（CaCO3）とカルシウムイオンやマグネシウムイオンとの相関性が

低いことから、対象地域の地下水に含まれる Ca2+と Mg2+が土壌や岩石からの溶出では

ないことが推測され、肥料と一緒に散布された苦土石灰に由来することが裏付けられ

る。 

 

表３.２－３ 濃度相関マトリックスの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：環境庁水質保全局監修・平田健正編著,土壌・地下水汚染と対策,(社)日本環境測定分析協会,1996） 
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３.３. 地下水の窒素負荷発生状況調査（窒素原単位法） 

窒素原単位法は、地下水への窒素負荷の発生状況を、原単位法により推定する方法であり、

「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係わる地下水汚染調査マニュアル（環境省，1999）」による

と以下に示すとおりである。 

なお、面源から河川、湖沼等の公共用水等に流出する場合の土地利用別原単位の例を表３.

３-１に示す。 

（１）施肥 

施肥による土壌への窒素負荷量は次式から算出する。 

Nfy＝Σ（Ufi×Afi）…………………………………………………………… (1) 

Nfy：施肥による年間窒素負荷量（kg/年） 

Ufi ：土地利用 i の施肥窒素量（kg/ha/年） 

Afi ：土地利用 i の耕地面積（ha） 

 

（２）家畜排せつ物 

畜産事業所から土壌への窒素負荷量は次式から計算する。 

Nay＝Σ（Uaj×Haj×γaj）…………………………………………………… (2) 

Nay：家畜排せつ物の処理に伴う土壌への年間窒素負荷量（kg/年） 

Uaj：事業所 j における家畜排せつ物の発生負荷量（kg/年） 

Haj：事業所 jにおける家畜排せつ物中の窒素含有率 

γaj：事業所 jにおける家畜排せつ物の排出率 

〔解説〕 

 家畜排せつ物量と窒素含有率を実測値に基づいて窒素負荷量を求めるのが望ま

しいが、困難な場合には（Uaj × Haj）を（家畜排せつ物の窒素原単位×飼養

頭数）で置き換える（表３.３-２ 参照）。 

 平成 11 年 11月に、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律

（家畜排せつ物法）が施行され、その後は家畜排せつ物法対象施設については

整備が進み、いわゆる野積み・素堀り等の不適正処理はほぼ解消している。そ

れゆえ、現地調査により、畜産事業所ごとに家畜排せつ物の排出率を求める必

要がある。なお、家畜排せつ物法施行以前の素掘り等の処理が行われた跡地か

ら現在も負荷がある可能性が指摘されており、注意が必要である。 

 湖沼水質保全計画で用いられている畜産排水の排出率を、表３.３-３～５に示

す。 

 家畜排せつ物を堆肥化する等して，農地で有効利用している場合は(1)式に従う。 

 

（３）生活排水 

生活排水（し尿・雑排水）の地下浸透による土壌への窒素負荷量は次式から計算する。 

Nsy＝Usy×Pu＋Msy×Pm…………………………………………………… (3) 

Nsy：生活排水による年間窒素負荷量（kg/年） 
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Usy：単独処理浄化槽排水の原単位（kg/人/年） 

Pu：単独処理浄化槽排水の地下浸透処理人口（人） 

Msy：雑排水の原単位（kg/人/年） 

Pm：雑排水の地下浸透処理人口（人） 

〔解説〕 

 単独処理浄化槽排水及び雑排水の原単位は，調査地の実情に応じた数値を使う

ことが望ましいが、ない場合は表３.３-６に示す値を用いる。 

 

（４）商工業排水 

商工業排水の地下浸透による土壌への窒素負荷量は次式から計算する。 

Ncy＝Σ（Uck×Nck）……………………………………………………… (4) 

Ncy：商工業排水による年間窒素負荷量（kg/年） 

Uck ：事業所 k における排水の地下浸透量（m3/年） 

Nck ：事業所 k における排水中の窒素濃度（kg/m3） 

〔解説〕 

 事業省別の排水量および排水中窒素濃度の実測値に基づいて窒素負担量を求め

るのが望ましい。 

 

（５）硝酸性窒素の地下水への流入 

硝酸性窒素の地下水への流入には，人間活動に起因するもの（Nart）と自然的原因に

よるもの（Nnat）があり，それぞれ(5)式と(6)式から年間窒素流入量を計算する。 

Nart＝Nfy×α＋Nay×β＋Nsy×γ＋Ncy×δ………………………………(5) 

Nart：人間活動に起因する年間窒素流入量（kg/年） 

α，β，γ，δ：窒素負荷源の種類別の溶脱率 

Nnat＝Nc×P×A×δp÷100…………………………………………………… (6) 

Nnat：自然的原因による年間窒素流入量（kg/年） 

N：自然地下水中の硝酸性窒素濃度（mg/L） 

P：降水量（mm/年） 

A：調査範囲の面積（ha） 

δp：降水浸透率 

〔解説〕 

 溶脱率は，土壌に負荷された窒素が硝酸イオンや亜硝酸イオンの形態で地下水

へ流入する割合であり、作物の種類，土壌の種類，施肥法等の条件によって異

なる。 

 溶脱率の設定に当たっては、調査地域の実情に応じた適当な値を選定する（表

３.３-７，８ 参照）。 

 降水量と地下浸透量の関係は次式で表される。 

P（降水量）＝E（蒸発散量）+Rs（表面流出量）+Rg（地下浸透量） 
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 降水浸透率（δp ＝ Rg/P）の全国平均値は 0.22であるが、降水浸透率は対象

地域の不透水性面積によって異なる。武蔵野台地では，降水量を 1,500 mm/年、

不透水性面積の割合を 40％とした場合には，地下浸透量は 420 mm/年（降水浸

透率：0.28）となる。また、不透水性面積の割合を 80％とした場合には、地下

浸透量は 140 mm/年（降水浸透率：0.093）となる。 
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表３.３－１ 窒素の負荷原単位の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：（独）農業環境技術研究所（2006：汚濁負荷の推定法と地下水の水質解析法，水質保全のための農業

環境マニュアル（改訂版），http://www.niaes.affrc.go.jp/techdoc/monitoring/） 

 

 

http://www.niaes.affrc.go.jp/techdoc/monitoring/
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表３.３－２ 家畜ふん尿の窒素原単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文献４とは、築城幹典・原田靖生（1997）：我が国における畜産排泄物発生の実 

態と今後の課題，「環境保全と新しい畜産」，農林水産情報協会，15-29である。 

（出典：表３．３－１と同じ） 

 

 

表３.３－３ 牛の汚濁負荷原単位と排出率（湖沼水質保全計画で使用している値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土交通省水管理・国土保全局下水道部，流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説，平成 27年 1月） 
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表３.３－４ 豚の汚濁負荷原単位と排出率（湖沼水質保全計画で使用している値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：表３．３－３と同じ） 

 

表３.３－５ 鶏の汚濁負荷原単位と排出率（湖沼水質保全計画で使用している値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：表３．３－３と同じ） 

 

表３.３－６ 生活排水の窒素原単位 

 

 

 

             （出典：表３．３－１と同じ） 

 

表３.３－７ 土地量別の窒素溶脱率（参考値） 

 

 

 

 

            （出典：表３．３－１と同じ） 
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表３.３－８ 畑地の窒素溶脱率 
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（出典：表３．３－１と同じ） 
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３.４. 数値シミュレーション手法 

（１）移流分散モデル 

数値シミュレーションは、地下水の流動が目に見えないことから、地質データや気象デー

タ、観測井でのデータ及び湧水・河川等の観測データ等を使用し、移流分散モデルを用いて

解析し、地下水の流動と物質の拡散の様子を把握する手法である。 

地下水の移流分散モデルでは、一般的に移流分散解析が用いられており、運動方程式、連

続の式、移流分散方程式からなる連立微分方程式を、空間的、時間的に解くものである。 

代表的な移流分散モデルを表３.４-１に示す。 

表３.４－１ 代表的な移流分散モデルの比較 

主要機能 WEPモデル MODFLOW Dtransu-3D GETFLOWS 

概

要 

開発機関 (独)土木研究所 
U.S.Geological 

Survey 
岡山大学他 東京大学他 

次元 2D 3D 3D 3D 

離散化手法 有限差分法 有限差分法 有限要素法 
積分型 

有限差分法 

地
下
水
流
動 

地表流との結合 ○ － － ○ 

飽和・不飽和 ○ 飽和のみ ○ ○ 

透水異方性 － ○ ○ ○ 

空気流との干渉 － － － ○ 

物

質

移

動 

多相流れ － － － ○ 

密度流 － － ○ ○ 

熱移動 ○ － － ○ 

移流・分散 － ○ ○ ○ 

吸着(平衡) － ○ ○ ○ 

吸着(非平衡) － ○ ○ ○ 

崩壊・減衰 － ○ ○ ○ 

相変化(揮発) － － － ○ 

溶解 － － － ○ 

（出典：国土交通省 国土技術制作総合研究所,土壌・地下水が水域に及ぼす影響に関する研究, 

国土技術総合研究所プロジェクト研究報告 No.12, 2006） 

 

硝酸性窒素等による地下水汚染は、過剰施肥や家畜排せつ物の不適正処理や生活排水の地

下浸透等により、土壌へ供給された窒素が硝酸性窒素等に変化し、地下水へ移行することに

よって起こるが、土壌中に地下水が存在しない地層（不飽和帯）の硝酸性窒素等の輸送媒体

は土壌水（間隙水）である。 

また、地下水が存在する地層（飽和帯）における硝酸性窒素等の輸送媒体は地下水であり、

不飽和帯と飽和帯では硝酸性窒素等の移流分散の要因は異なっている。 

そして、地層中の物質の移動速度は、地層の化学特性（物質の吸着や脱着特性、嫌気・好

気条件等）や物理的性状（空隙率や密度等）に大きく左右される。 

このため、数値シミュレーションでは、予測の対象となる地域の地質と地下水の状況につ

いて、あらかじめ十分に把握しておくことが必要である。 
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■ 数値シミュレーションの解析事例（長野県）(3) 

環境省では平成 17年度より、地域の実情に応じた実行可能な対策の立案、対策の効果

の定量的な予測・評価を行うことによって総合的な硝酸性窒素対策を支援する「硝酸性

窒素総合対策モデル事業」を実施している。 

以下は、長野県豊丘村におけるモデル事業の概要である。 

① 硝酸性窒素汚染の経緯 

豊丘村では、平成 15年度及び 16 年度に、長野県によって地下水汚染の実態調

査及び汚染原因の解析が行われた。この調査の背景にあったのは、水道水源の約

95％を地下水に依存する豊丘村の水道水源井戸において、硝酸性窒素の濃度が近

年増加傾向にあり、一部の井戸で基準を超過したことである。県の調査の結果、

硝酸性窒素汚染は浅層地下水のみでなく、ミソベタ層という難透水層の下の層に

も見られることが分かった。 

調査の結果、主な汚染原因は、過去に農地等に供給された化学・有機質肥料及

び堆肥を含めた家畜排せつ物とされた。また、近年の地下水揚水量の増加や、水

田面積の減少による涵養量の減少についても指摘された。そして、考えられる地

下水保全対策として、窒素負荷削減対策、地下水汚染緩和対策等が挙げられた。 

② モデル事業の概要 

モデル事業の概要を図３.４-１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３.４－１ 長野県豊丘村におけるモデル事業の概要 

（出典：環境省 吉井ら, 地下水の硝酸性窒素汚染対策について～ 

長野県豊丘村における硝酸性窒素総合対策モデル事業～, 2008） 

 

③ 窒素負荷量の把握 

地下水の汚染原因とされている段丘部を含む重点地域での地下水汚染メカニ

ズムを明らかにするため、同地域での過去から現在にかけた窒素溶脱量の変化を

把握した。 

                            
(3) 環境省 吉井ら, 地下水の硝酸性窒素汚染対策について～長野県豊丘村における硝酸性窒素総合対策モ

デル事業～, 2008 
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窒素溶脱量は、「果樹園」、「水田」、「畑」、「桑園」の土地利用面積に、

表３.４－２に示す窒素原単位と窒素溶脱率を乗じることで算出した。窒素溶脱

率は既存文献（環境省 2002 硝酸性窒素による地下水汚染対策の手引きほか）よ

り、果樹 30％、水稲５％、野菜 35％、桑 42％とした。 
 

表３.４－２ 過去から現在にかけた窒素原単位の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：図３．４－１と同じ） 

 

④ 地下水汚染メカニズムの検討 

村中心を東西に切る代表断面で２次元地下水流動解析を行った。想定される箇

所に地下水位線が表現され現況再現が図れた。 

図３.４-２にシミュレーション結果を示す。 

⑤ 地下水汚染解析 

地下水流動解析を行った代表断面で地下水汚染解析を行った。地表面に与える

窒素の涵養濃度を変化させ、現状の硝酸性窒素濃度との比較を行った（感度解析）

結果、地表面に与える硝酸性窒素濃度を 15mg/Lとし涵養開始から 40年経過した

状態が、現況の対象地の水源井の硝酸性窒素濃度（６～15mg/L）と近くなった。

よって、対象地の窒素汚染が始まったのは現在より 40年前の昭和 40年前後であ

る可能性が示唆された（図３.４-３ 左図 参照）。 

次に、重点調査地域での現在の窒素溶脱量と地下水涵養量から算出される窒素

涵養濃度 5.4mg/Lが今後も続くと仮定すれば、対象地の水源井の硝酸性窒素濃度

が環境基準を下回るのに約 40年かかることが示唆された（図３.３-３ 右図 参

照）。 

豊丘村の事例では、シミュレーションの解析結果から、地下水の硝酸性窒素汚

染の原因を追認し、汚染メカニズムを検証することにより、実行可能な対策メニ

ューを策定した。 

この事例では、シミュレーションのケーススタディによって、具体的な負荷削

減量を設定するところまでは実施されていないが、汚染メカニズムを明らかにし、
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発生源について普及啓発することによって地元の関係者間で協議して対策がで

きた事例である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３.４－２ 流動シミュレーション結果 

（出典：図３．４－１と同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３.４－３ 硝酸性窒素濃度シミュレーション結果 

左図：硝酸性窒素濃度 15mg/L で涵養した場合の拡散過程 

右図：硝酸性窒素濃度 5.4mg/L で涵養した場合の拡散過程 

（出典：図３．４－１と同じ） 
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（２）リスク評価モデル 

(独)農業環境技術研究所では、平成 18年度から 22年度にかけて、硝酸性窒素による地

下水汚染リスク評価システムの構築を行っている。 

① モデル構築の背景 

農地土壌からの水と硝酸性窒素の溶脱は、地下水への流入水中の硝酸濃度を決め

る主要因である。このうち、溶脱水量は、主な項目の水収支として、 

溶脱水量＝(降雨量＋灌漑水量)－(表面流去＋蒸発散量)  

で求められる。 

他方、溶脱する硝酸性窒素量は、土壌有機物の変化や無機化や有機化による形態

変化を無視すれば、土壌表面での窒素収支として、 

溶脱する硝酸性窒素量＝(施肥＋施用有機物＋大気降下物＋作物体還元量 

＋窒素固定＋灌漑水)－(作物体の持ち出し量＋脱窒・揮散) 

として求められる。 

しかし、これらから求められる溶脱水中の窒素濃度は、作物ごとに決まった値と

なり、硝酸汚染を回避するためには、溶脱水量を増やすか、溶脱窒素量を減らすか、

の二通りの選択肢しかない。現実的には施肥や有機物施用量を削減することが主体

となるが、何をどの程度減らすかについての情報は別に求める必要がある。 

さらに、水収支に大きな影響を及ぼす降雨量は、蒸発散量に比し年ごとの変動が

大きく、降雨量の変化は、窒素収支にも影響を及ぼす。例えば、施肥直後のまとま

った雨や年間を通じた降雨量の増加は土壌中からの硝酸溶脱を促進し、作物による

吸収量を減らす場合もある。 

このように、不確実な気象条件の変動に対応して作物生産（収穫量）を維持しな

がら、硝酸溶脱量の低減を図るためには、現行の栽培体系のみならず、新たな栽培

体系においても窒素動態を、できるだけ簡易に把握できる手法の開発が必要である。

このような空間的・時間的に変動を持つ営農に伴う窒素動態を取り扱うためには、

数値モデルを用いることが有効となる。 

② モデルの特徴 

このモデルでは、地下水の流動シミュレーションで硝酸性窒素濃度を再現するの

ではなく、地下水に流入する地下浸透水中の窒素濃度が地下水水質基準（年平均値

で 10 mg-N/L）を超過することとし、この確率をリスクと考える。そして、ある地

点を対象に行われる営農で生じる地下浸透水量と窒素負荷量から算定される地下

水への流入水中窒素濃度の変動に対してリスクを評価するという点が特徴である。 

また、一般に農業に起因する地下水の硝酸汚染は、帯水層の上部で顕著であり、

また観測井の直上またはごく近傍の土地利用を反映することから、当該地下水の水

質改善を目的とする場合は、比較的限られた範囲を対象とするだけでもよいと考え

ている。 

さらに、こうした地下水の汚染は面的な広がりを持っていること、ひいては表面

水の汚染にもつながっていることを踏まえ、モニタリングの容易な河川水質管理を
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対象の一つと位置づけて、その流域範囲を地下水汚染の面的な広がりの検討単位と

して扱うこととするとしている点で特徴的である。 

③ モデルの構造 

農地由来の硝酸性窒素による地下水汚染リスク評価システム RealN（Risk 

evaluation for agricultural leached Nitrogen、（独）農業環境技術研究所、2011；

前田ら、2012）は、「点」である農地と「面」である河川流域を対象とするモデル

を組み合わせ、流域内の個々の地点における地下水中硝酸性窒素濃度と汚染リスク

を評価するシステムとして開発された。そして、その結果として「面」の出力であ

る河川水中の窒素濃度が予測される（図３.４-４ 参照）。 

ここで、｢点｣のモデルは、鉛直一次元の窒素溶脱予測モデル LEACHM（Leaching 

Estimation and Chemistry Model、Hutson、2003）を日本の畑地に多い黒ボク土へ

の適用等を目指して改良したもので（朝田ら、2010；朝田ら、2011）、国内のさま

ざまな土壌、作物の栽培を対象に、有機物を含む窒素投入に対する作物吸収、土壌

有機物変化量、溶脱窒素量等を計算する（図３.４-５ 参照）。 

LEACHMモデル入力データは、1）気象条件：アメダス日別データ、 2）基準蒸発

散量： FAO Penmann-Monteith 式による ET0の週平均値、3）土壌の物理的・化学

的性質：定点調査データの地目・土壌統群・層位別平均値とそれに基づく水分保持

曲線・不飽和透水係数パラメータ（van Genuchten-Mualem モデル）、4）作付体系・

肥培管理・目標収量等：県の野菜栽培基準、耕種基準等（crop management standard）、

5）地下水位：地域の地質柱状図に基づき内挿、等である。水移動は Richards 式、

溶質輸送は移流分散式に従うとしている。 

「面」のモデル MacT（Mixing areal chemical Transport、（独）農業環境技術

研究所、2011）は、流域を地質や土壌、土地利用等の GIS データと、統計資料に基

づく農地の分布等で表現し、「点」の計算結果を入力として、地下水流動で生じる

混合や、地下水中の脱窒除去による濃度変化を計算する。流域最下流点となる河川

水窒素濃度は、以上の計算の結果として出力される（図３.４-６参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３.４－４ 硝酸性窒素による地下水汚染リスク評価システム RealN の構造 

（出典：板橋直, 流域レベルで地下水の硝酸汚染リスクを評価するモデル, 

（独）農業環境技術研究所(2011a)，前田ら(2012)を一部改変） 
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図３.４－５ 窒素溶脱予測モデル（LEACHM）の概要（Hutson(2003)を一部改変） 

（出典：板橋直, 流域レベルで地下水の硝酸汚染リスクを評価するモデル,（独）農業環境技術研究所(2011a)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３.４－６ MacT の適用例 

谷津地形における台地上の畑地・樹園地での窒素負荷の違いによる地下水中窒素濃度の分布， 

および低地部における脱窒による濃度減衰の結果生じる低濃度域を表現 

（出典：図３．４－５と同じ） 
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④ 解析事例 

本解析で対象としたＨ川は、Ｋ水系への流入河川の一つであり、水質汚濁が進行

している。同河川流域は面積およそ 46km2で、その約４割が畑地として利用されて

いる。畑地の多くは、平坦な洪積台地面を覆う火山灰ローム層および黒ボク土上に

ある。同流域は果菜類の産地として知られ、2000年世界農林業センサスを用いて農

業集落単位で見た場合、流域内の大半の集落で当該果菜の栽培が主体であり、これ

にいも類が続く。台地上の畑地からの地下浸透水が、浅層の地下水系を通じて河川

の汚濁源となっている。 

流域内畑地で代表的な作物を施肥基準に従って栽培する条件による窒素動態を

検討した。 

県の栽培基準では、この作物の栽培体系に対する窒素投入は、施肥基準量は 100 

kg-N/ha、これに有機物として 20 t/ha の施用が推奨されている。有機物として流

通量の多い牛ふん堆肥を使う場合、両者の合計窒素施用量は約 260kg-N/ha となる。 

対して窒素持ち出し量は、目標収量 30t/ha による吸収窒素量がおよそ 100 

kg-N/ha である。以上から、土壌に残される余剰窒素量（溶脱窒素量）は、投入量

－持ち出し量で 160 kg-N/ha となる。また、当該地点での余剰水量（溶脱水量）は、

平均的な降水量と蒸発散量の差し引きにより、625 mm と推定される。このような

簡易な収支計算によって、この作付け体系による地下水への溶脱水中硝酸濃度は 26 

mg-N/L と推定された。 

LEACHMに地域の 1978年～2008年（31年分）の気象条件を与えて、この体系によ

り生じる窒素動態を計算した。年間の窒素吸収量の範囲は、101～105 kg-N/haと安

定していることが予測された。しかし、降雨量の年変動に伴い、年間溶脱水量は 242

～1,204mm、地下水への溶脱窒素量は 61～287 kg-N/haと大きく変動すると予測さ

れ、この結果、浅層地下水への溶脱水の窒素濃度は 19～27 mg-N/Lの範囲で変動す

ることが予測された（図３.４-７参照）。 

次に、流域内の 42 集落を対象に、各集落での代表的な作付けにおける 31 年分

の気象条件により得られた溶脱水量、溶脱窒素量のデータセットを MacT に入力し、

地下水中窒素濃度の面的な分布を推定した。 

このうち、平均的な気象条件における地下水中窒素濃度の分布は図３.４-８（左

図参照）に示すとおりであり、県の測定値と比較したところ、妥当な結果であるこ

とが把握された。 

⑤ リスク低減シナリオ 

主要果菜類の生産を維持しつつ、地下水への溶脱水中窒素濃度を低減する管理を

検討した。 

LEACHMを使うことにより、この土壌では地力窒素の供給源となる土壌有機物量を

維持するために、作物残さの還元以上の有機物投入が必要であること、また、溶脱

水中窒素濃度および汚染リスク低下には、有機物を含めた土壌への総窒素投入量を

溶脱水量に見合う量にまで抑制する必要性が示唆された。 
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これを実現する管理の一例として、化学肥料の半減と、削減分に相当する窒素量

のみを供給する有機物施用に変更することが有効と考えられた（朝田ら、2011）。 

このことにより、作物の窒素吸収量を確保しながら、溶脱窒素量、溶脱水中窒素

濃度を大幅に低減し、結果として地下水汚染リスクを低く保つことができると予測

された。 

そして、この栽培体系の変更を流域内に広範囲に普及することにより、河川水窒

素濃度を周辺の都市河川程度にまで低下させると予測された（図３.４-９ 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３.４－７ LEACHM で予測された施肥基準準拠での果菜類栽培における年間の浸透水量、 

溶脱窒素量、浸透水中窒素濃度の頻度分布（n=31） 

（出典：図３．４－５と同じ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３.４－８ Ｋ水系Ｈ川流域の代表的な作目による標準的な気象条件の年の地下水中窒素濃

度分布（左）と気象の変動を考慮した時の地下水環境基準値を超過するリスク評

価図（右） 

（出典：図３．４－５と同じ） 
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図３.４－９ 主要果菜類の管理変更（化学肥料半減，削減分に相当する窒素量を有機物で代替） 

      による溶脱窒素量と溶脱水窒素濃度の頻度分布（n=31）と，そのときに予測される 

地下水汚染リスク評価図 

（出典：図３．４－５と同じ） 
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４. 硝酸性窒素等に係る対策 

４.１. 地下水汚染対策に係るこれまでの取組み 

（１）硝酸性窒素に係る主な地下水質保全施策 

環境省では、土壌・地下水汚染に関して様々な取組みを行ってきた。そのうち、硝酸性

窒素等に係る主な取組みを表４.１-１に示す。 
 

表４.１－１ これまでの硝酸性窒素対策に係る環境省の主な取組み 

年次 取組みの内容 

平成元年８月 「特定地下浸透水が有害物質を含むものとしての要件」の告示 

水質汚濁防止法で地下に浸透させてはならないとしている有害物質を含む特定地下浸透水の

有害物質による汚染状況を検定する要件を告示した。 

平成 11年１月 「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針」の策定 

土壌・地下水汚染について、調査から対策までの手法を示した指針を策定した。 

平成 11年２月 「地下水の水質汚濁に関する環境基準」の告示 

環境基本法（平成５年）の規定に基づく水質汚濁に係る環境上の条件のうち、地下水の水質

汚濁に係る環境基準について告示した。 

平成 13年７月 「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る水質汚染対策マニュアル」の策定 

硝酸性窒素等による地下水汚染が常時監視等により判明した場合に、都道府県等が汚染原因

の把握や負荷低減対策等を実施する際の調査内容、留意点等を示したマニュアルを策定した。 

平成 13年７月 「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る土壌管理指針」の策定 

施肥対策を含めた土壌管理の進め方の手法を示した指針を、農林水産省とともに策定した。 

平成 16年７月 「硝酸性窒素による地下水汚染対策事例集」の作成 

地方公共団体等による地域の実情に応じた硝酸性窒素対策を推進するため、先進的な地方公

共団体の窒素負荷低減対策に関する取組事例等を紹介した事例集を作成した。 

（参照； http://www.env.go.jp/water/chikasui/no3_taisaku/index.html） 

平成 16年度 

～ 

平成 20年度 

「硝酸性窒素浄化技術開発普及等調査」の実施 

硝酸性窒素浄化技術について、実際の汚染地域において実証調査を実施し、技術の有効性・

経済性・適用条件等を評価し、面的に広がりのある硝酸性窒素による地下水汚染を効果的に

浄化するための手法を確立する調査を実施した。 

啓発用パンフレット「未来へつなごう私たちの地下水－気づいていますか？硝酸性窒素汚染

－」及び実証調査等に係る浄化技術についてとりまとめた「硝酸性窒素による地下水汚染対

策手法技術集」を作成した。 

（参照； http://www.env.go.jp/water/chikasui/no3_taisaku/tech.html） 

平成 17年度 

～ 

平成 19年度 

「硝酸性窒素総合対策モデル事業」の実施 

硝酸性窒素による地下水汚染が認められる地域において、汚染原因の把握、地域の実情に応

じた実行可能な硝酸性窒素対策の立案・実施、対策の効果の定量的な予測・評価に必要とな

る調査を実施し、総合的な対策の実施を支援する事業を実施した。 

注：上記の他、農林水産省等と連携し、取組みを実施している。 

これまでの関係者の取組みの成果として、特に代表的な事例を表４.１-２に示す。 

多くの事例では５年以上 12 年近くの変化から、地下水中の硝酸性窒素濃度の低減傾向を

評価しており、地下水質の変化を見るのに５年～10年といった長期のスパンが必要と思わ

れる。茨城県の事例では、２年では変化が見られなかったとしているが、福岡県の事例で

は２年間で効果が見られたとしている。 

http://www.env.go.jp/water/chikasui/no3_taisaku/index.html
http://www.env.go.jp/water/chikasui/no3_taisaku/tech.html
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表４.１－２ 窒素負荷低減対策の事例 

自治体 期間 窒素負荷低減対策の事例 

茨城県 

 

2004 年～

2006 年の

２年間の

変化 

茨城県の北浦を調査地とし、家畜排せつ物法施行（2004 年 11 月）により

家畜排せつ物の処理を素掘り貯留地から簡易処理施設へ転換した前後２年

間の栄養塩の流出傾向について考察した。 

この結果、平均 NH4-N濃度が 1.9 mg/L から 1.1 mg/L へ、平均 NH4-N負荷量

が 6.3kg/d から 2.6kg/d に減少した。一方、平均 NO3-N 濃度や平均 NO3-N

負荷量には大きな変化が見られなかったが、これは簡易処理施設から生じ

た汚泥等を堆肥として施用しているためと考えられた。 

群馬県 

 

2000 年～

2005 年の

５年間の

変化 

平成 17 年度の地下水概況調査において硝酸性窒素の環境基準超過率が低

減した要因を統計学的に考察した。 

この結果、平成 12年度から平成 16年度は 23.8～29.8％で推移していた硝

酸性窒素および亜硝酸性窒素の環境基準超過率が平成 17 年度には 13.8％

と改善した。これは、畑面積、家畜飼養頭数、農業人口に関連する何らか

の変化と関連していることが示唆され、家畜排せつ物法の施行や畑地への

施肥量減少がその要因の一つと考えられた。 

静岡県 

 

1997 年～

2009 年の

12 年間の

変化 

減肥が進行している茶園が集積した台地とその周縁部の小河川、湧水及び

井水をモニタリングした。この結果、窒素施肥量は減少し、22 河川中 17

河川で有意な硝酸性窒素濃度の減少が認められ、茶園での施肥量削減の効

果と考えられた。 

湧水においても９地点中７地点で硝酸性窒素濃度の減少傾向が観察され、

1997 年には 60 mg/L 超であった観察地点の硝酸性窒素濃度は 2009 年では

20 mg/L であった。 

岐阜県 

 

1988 年～

2000 年の

12 年間の

変化 

ニンジンの畑作地帯である岐阜県各務原市において 1988 年から減肥を開

始した。この結果、1990年に 30mg/L であった調査地点では、2000年に 22 

mg/L、1984年に 20mg/L 超であった調査地点では、2000 年に 12mg/L へと減

少した。 

三重県 

 

1997 年～

2004 年の

７年間の

変化 

茶栽培が盛んな三重県鈴鹿市において環境負荷低減を目的として 1997 年

から施肥削減へ取組んだ。この結果、１ｍ深度での実験圃茶園地下水の推

定硝酸性窒素濃度は、実証区で約 20 mg/L、慣行区では約 40 mg/L（いずれ

も 2004 年 10 月の試験終了時）であり、試験期間中慣行区の半分以下で推

移し、環境負荷が低減されたことが明らかとなった。 

福岡県 1997 年～

1999 年の

２年間の

変化 

茶畑において、窒素施肥量を 1,192kg/ha から 810kg/ha まで減量する取り

組みを実施した。この結果、試験地の域外に流出する窒素負荷量は、年窒

素施肥量に対して第１調査年（1997 年６月－1998 年５月）の 73％から第

２調査年（1998 年６月－1999 年５月）の 38％に減少した。また、茶畑流

出水（湧水）の硝酸性窒素の年平均濃度は第１調査年の 34 mg/L から第２

調査年の 29 mg/L まで減少し、窒素施肥量の減少による効果が認められた。 

沖縄県 

宮古島

市 

1989 年～

2008 年の

９年間の

変化 

サトウキビへの単位面積当たりの施肥量の低下、施肥時期の改善等に取組

んだ。この結果、硝酸性窒素濃度は、1989 年の平均～８mg/L（島内 13 地

点）から 2008年には平均 5.0～5.7 mg/L に低減した。 

 

現在、わが国で主に実施されている各省庁の硝酸性窒素対策に係る法制度や規制、各種

施策について、表４.１-３にとりまとめた。



  

 

43
 

表４.１－３ わが国における硝酸性窒素対策に関する各種施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律名 環境基本法 水質汚濁防止法
湖沼水質保全
特別措置法
（湖沼法）

浄化槽法
水道水源

特別措置法
食料農業農村

基本法

持続性の高い農業
生産方式の導入に

関する法律
（持続農業法）

家畜排せつ物の管理
の適正化及び利用の
促進に関する法律

（家畜排せつ物法）

水道法
水道原水水質保全
事業の実施の促進

に関する法律

制定年 平成５年 昭和45年 昭和59年 昭和58年 平成６年 平成11年 平成11年 平成11年 昭和32年 平成６年

主な内容

・地下水の水質汚濁
　に係る環境基準
　（硝酸性窒素及び
　亜硝酸性窒素）

・地下水質の常時監
　視
・有害物質の地下浸
　透規制
・汚染地下水の浄化
　措置

・指定湖沼の指定及
　び水質保全計画の
　策定
・流出水対策地区、
　湖辺環境保護地区
　の指定
・工場、事業場への
　負荷量規制
・面的負荷削減対策
　の推進

・保守点検清掃
・単独処理から合併
　処理への切り替え
　促進
・窒素除去型合併処
　理浄化槽の積極的
　導入

・特定水道利水障害
　を防止するため、
　公共用水域におけ
　る水質目標の達成
　と、そのための施
　策を規定

・環境保全型農業の
　確立

・堆肥等による土づ
　くり
・化学肥料の使用低
　減

・管理基準の遵守
・施設整備の推進等
　による利用の促進

・水道水質基準（硝
　酸性窒素及び亜硝
　酸性窒素

・水道原水の水質の
　保全に資する事業
　の実施を促進する
　措置について規定

・硝酸性窒素及び亜
　硝酸性窒素に係る
　水質汚染対策マ
　ニュアル
・硝酸性窒素及び亜
　硝酸性窒素に係る
　土壌管理指針（農
　林水産省）

・各指定湖沼の水質
　保全計画

・維持管理ガイドラ
　イン
・よりよい水循環の
　ための浄化槽の自
　己管理マニュアル
　（一般向け）

・水質保全基本方針
・総合計画の策定
　（都道府県）

・環境保全型農業技
　術指針
・施肥基準（都道府
　県）
・農業環境規範

・持続性の高い農業
　生産方式の導入指
　針（都道府県）

・家畜排せつ物の利
　用の促進を図るた
　めの基本方針

・水道における硝酸
　性窒素及び亜硝酸
　性窒素対策の手引
　き

・水道原水水質保全
　事業の実施の促進
　に関する基本方針
・事業実施計画（都
　道府県）

・硝酸性窒素による
　地下水汚染対策事
　例集
・硝酸性窒素浄化技
　術開発普及等調査
・硝酸性窒素総合対
　策モデル事業

・湖沼計画における
　各種施策

・浄化槽設置整備事
　業
・浄化槽市町村整備
　推進事業
・汚水処理施設連携
　整備事業（農林水
　産省および国土交
　通省との連携）

・対策事業（各事業
　ごとの事業法によ
　り実施）
・排水規制の実施
・普及啓発の推進
・調査研究等の推進

・エコファーマー支
　援
・環境保全型農業直
　接支払い

・家畜排せつ物処理
　施設等に関する支
　援策（補助事業、
　融資制度、税制措
　置、リース事業）

・各種水道水源保全
　事業

○ ○ ○ ○ ○

施肥対策 ○ ○ ○ ○ ○ ○

生活排水対策 ○ ○ ○ ○ ○

家畜排せつ物対策 ○ ○ ○ ○ ○

工場・事業所等対策 ○ ○

厚生労働省所管省庁

関
係
法
令
等

指針等

主な関連施策

水質・排水基準/規制

対
策

環　境　省 農林水産省
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４.２. 硝酸性窒素等に係る主な負荷源の種類 

（１）農業系 

① 施肥 

肥料として畑地や果樹園等に供給されたアンモニア性窒素や硝酸性窒素は作物により

吸収される。一方、作物に吸収されず畑地に残存したアンモニア性窒素は、大部分が土

壌粒子や土壌有機物に吸着されるが、残存した硝酸性窒素は土壌粒子にほとんど吸着す

ることなく地下水へ溶脱する。畑地や果樹園等での施肥量は作物によって大きく異なる。

特に多肥の畑地においては硝酸性窒素の溶脱が大きくなる場合があり、こうした場合に

は施肥量の低減化や土地改良等の対策が行われているところがある。 

② 施肥における課題 

農地が面的な広がりを有した発生源であるため負荷状況の把握が困難であり、その精

度を向上させる必要がある。また、対策ごとの効果を適切に把握し負荷削減効果を定量

的に評価する必要がある。一方、各地域で肥料や農薬を削減するための土壌診断や施肥

基準等に基づく施肥の適正化の取り組みや技術開発が行われているが、そのような個別

技術が地下水の水質改善にどの程度貢献し得るかを実証した研究は少ない。その理由と

して、肥料削減の効果が地下水・河川の水質に反映されるまでに、数年以上の時間遅れ

が生じることや、施肥の削減前に土壌中に蓄積された窒素分の影響が指摘されている。 

 

（２）畜産系 

① 家畜排せつ物 

家畜排せつ物は有機資材として適正に堆肥化された後 、農耕地や牧草地等に施肥され、

窒素分の多くは農作物や牧草等に吸収されることによって窒素資源の循環が図られる。

一部は溶脱して地下水に流入する。しかし、堆肥や液肥等の過剰施肥等によって地下水

の硝酸性窒素汚染の原因となる可能性が考えられる。 

堆肥として土壌に散布する家畜排せつ物について、①排せつ物が飛散・流出、悪臭の

発生、周辺の地下水汚染等生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある場合、②農地

等において必要とされる肥料成分量を明らかに超過して排せつ物を散布している場合

（農林水産省より公表されている施肥基準や土壌診断基準を参照。）には、当該排せつ

物は産業廃棄物に該当する場合がある。 

家畜排せつ物の廃棄物該当性については、その物の性状、排出の状況、通常の取引形

態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断することとなり、廃棄

物と判断される場合には、廃棄物処理法に従って適正に処理する必要がある。 

② 家畜排せつ物における課題 

家畜排せつ物法により、家畜排せつ物の処理・保管施設の構造基準や管理方法等を定

めた管理基準に則して、家畜排せつ物の管理が行われている。家畜排せつ物は、堆肥化

により、土壌改良資材や肥料としての有効活用が期待されるものであるが、十分な堆肥

の利用先が確保できなければ、過剰施肥のおそれがあり、耕畜連携による堆肥の広域流

通利用等、家畜排せつ物の発生量に応じた堆肥の利用先の確保が課題である。 
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また、家畜排せつ物は土壌中での分解が緩速であることから、家畜排せつ物法施行以

前の素掘り等の処理が行われた跡地から現在も負荷がある可能性が指摘されている。 

 

（３）生活系 

① 生活系排水 

未処理の生活排水が公共用水域に排出される過程で地下浸透し、地下水の硝酸性窒素

汚染の原因になる場合がある。また、単独処理浄化槽からの排水の地下浸透処理等が原

因になる場合もある。小規模の地下浸透処理は地下水中での混合・希釈を期待できる。 

また、生活系の汚水が地下浸透した場合、アンモニア性窒素は生物分解を受けて硝酸

性窒素や亜硝酸性窒素に酸化されるが、そのような変化を行っても抜本的な対策を行っ

たことにはならないので、栄養塩類の除去機能を持つ高度処理浄化槽の整備等、生物学

的硝化・脱窒が適切に行われる処理システムの普及が必要である。 

② 生活系排水の課題 

地下水の硝酸性窒素汚染の原因として生活系排水が挙げられる場合、周辺の状況を調

査して他に原因となる要因が見当たらない場合、生活系排水を原因として取り上げる場

合があるが、実証された事例は殆どない。都市域で殆どの地表面が舗装されており、農

業系・畜産系による原因ではないことが明らかな場合は、他の汚染源について検討が必

要である。 

 

（４）産業系  

全般的に、工場や事業場での窒素の使用については、表面洗浄に硝酸を用いる金属・機

械製造業など、主として酸化型窒素を用いる場合と、原料にタンパク質を含む食料品製造

業など、還元型窒素を用いる場合があり、この窒素の酸化還元タイプにより排水処理方法

が大きく異なる。産業系からの環境負荷削減対策の実施に当たっては、インプット対策（原

材料、副原料、薬品等の検討）とプロセス対策（作業工程の改善）を十分に行い、非意図

的な地下浸透の防止と、排水処理対策を行うことが重要である。 

① 硝酸性窒素等に係る排水基準 

硝酸性窒素等について、平成 13年に一律排水基準（100mg/L(水環境中のアンモニ

ア性窒素の硝化のメカニズムを考慮し、アンモニア性窒素については転換係数 0.4を

掛けた上で、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素及びアンモニア性窒素の総和を 100とする)）

が設定された。その際、40業種については直ちにこれに対応をすることが困難である

として、３年間の期限で暫定排水基準を設定した。その後、３年ごとに暫定排水基準

の見直しを実施し、一般排水基準への移行を進めており、平成 22年７月の見直しに

より、平成 25年６月末までの期限で 15業種について暫定排水基準が設定された。平

成 25年７月以降については、引き続き３年間を期限として暫定排水基準が 13業種に

ついて設定されており、平成 28年７月以降については、見直される予定である。 
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平成 28年３月現在、畜産分野（畜産業）、工業分野（貴金属製造・再生業、電気

めっき業、酸化コバルト製造業、ジルコニウム化合物製造業、モリブデン化合物製造

業・バナジウム化合物製造業）、下水道業等について暫定基準が設定されている。 

また、下水道法では下水道法上の特定施設から公共下水道又は流域下水道に排除さ

れる下水についての水質規制を下水道管理者が条例で定める場合、硝酸性窒素、亜硝

酸性窒素及びアンモニア性窒素の含有量に関する排除基準を追加している。 

② 産業系排水の課題 

地下水汚染の原因である工場・事業場を特定又は推定することは極めて困難である。

周辺の状況から、農業系、畜産系、生活系の要因が考えられないときに工場・事業場

が原因として考えることになるが、原材料や製造プロセス、地下浸透防止対策の状況

や施設管理の状況等を調査して特定しなければならないので、工場・事業者の協力が

前提となる。 
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４.３. 硝酸性窒素等に係る主な負荷源対策 

表４.３-１に、これまでの知見を整理して得られた硝酸性窒素汚染対策のメニューを示す。 

 

表４.３－１ 硝酸性窒素汚染対策の主なメニュー 

１．窒素負荷低減策（窒素インプット量の低減） 

1.1 農業系における対策  

1）施肥量の抑制               【対策促進策】 

 

 
(1) 施肥基準や土壌診断等に基づく
適正施肥等を実施する環境保全型
農業の推進 

・啓発活動の継続  ・インセンティブの付与 
・施肥基準体系と硝酸性窒素汚染との関連付け 
・改善技術の効果の評価（収量･品質、営農面） 
・効果を評価し、継続するための仕組みの構築 

 2）施肥技術の改善 

 

 

(1) 肥料流亡の抑制 
・肥料流亡抑制を目的とした施肥方法の開発 
・啓発活動の継続 
・改善技術の効果の評価（収量･品質、営農面） 

(2) 局所施肥技術の導入 
・啓発活動の継続 
・改善技術の効果の評価（収量･品質、営農面） 
・効果を評価し、継続するための仕組みの構築 

(3) 肥効調節型肥料の活用 ・同上 

1.2 畜産系における対策 

1）地域内過剰窒素の抑制  

(1) 堆肥利用の促進 

・啓発活動の継続  ・作業性、安全性の確保 
・在庫、需要供給量情報の提供 
・改善技術の効果の評価（収量･品質、営農面） 
・効果を評価し、継続するための仕組みの構築 

 

 (2) 他分野への利用促進 

・地域ぐるみでの理解の促進と利用の普及・促進 
・行政、受益農家、その他関係者間による組織での運

営 
・他分野用途開発への支援、助成等 

1.3 生活排水対策 

 

1）汚水処理人口普及率の向上 

・公共下水道、農業集落排水への接続促進 
・コミュニティプラント、合併浄化槽の設置 
・所管官庁/部署との連携を図り、既存制度への地下
水汚染対策要件の組み込み 

２．窒素負荷影響の低減（窒素取出し量の増加） 

2.1 作付け体系の見直し  

 

1) 輪作・緑肥の活用 

・啓発活動の継続  ・インセンティブの付与 
・作付体系の見直し 
・改善技術の効果の評価（収量･品質、営農面） 
・効果を評価し、継続するための仕組みの構築 

2.2 地形や土地利用形態を利用した自然浄化の活用 

1）水田・休耕田の活用 
・啓発活動の継続  ・インセンティブの付与 
・改善技術の効果の評価（収量･品質、営農面） 
・効果を評価し、継続するための仕組みの構築 

 2）湿地・湧水地の活用 ・同上 
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表４.３-２に、主な負荷源対策に関して、その特徴、長所・短所、コスト等について定性的

に評価し、取りまとめた。 

 

表４.３－２ 主な負荷源対策の整理 

項目 施肥対策 

家畜排せつ物対策 

生活排水対策 

堆肥化 バイオガス化 
産業廃棄物 

としての処理 

特 徴 

・都道府県等が策

定する「施肥基

準」、「減肥基

準」等は、過剰

施肥の回避に資

する。 

・家畜排せつ物法

により堆肥化施

設が設置されて

おり、排せつ物

の 堆 肥 化 を 行

う。 

・家畜排せつ物

をメタン発酵

させ、メタン

ガ ス を 回 収

し、エネルギ

ーとする。 

・焼却 

・下水処理 

・炭化/再利用等の

通常の排水・廃棄

物処理体系によ

る処理が可能で

ある。 

・合併処理浄化槽

等により、生活

排水を処理し、

表流水を改善す

ることにより、

窒素の地下浸透

を改善する。 

長 所 

・施肥量の適正化

による肥料コス

トの低減が可能

である。 

・堆肥を施用でき

る農耕地や牧草

地が確保されて

いる場合は、資

源循環が可能で

ある。 

・バイオガスに

よる発電等、再

生エネルギー

利用ができる 

・人口が減少して

いる地域では、

下水処理施設や

焼却施設の利活

用 が 可 能 で あ

る。 

・河川水や湖沼水

の硝酸性窒素汚

染が顕著な地域

では、効果が得

られやすい。 

短 所 

・最適施肥量は、

土壌条件や気象

条件によって異

なることから「施

肥基準」等の基準

は、画一的な運用

になじまない性

格のものであり、

柔軟できめ細か

な対応が求めら

れる。 

・十分な農耕地や

牧草地が確保で

きない場合は、

過剰施肥となっ

て地下水汚染の

おそれがある。 

・メタン発酵に

伴って発生す

る消化液の有

効活用が困難

である。 

・既存施設への接

続、運搬等の課

題がある。 

・高度処理型の浄

化槽施設が必要

である。 

コスト 

・土壌診断に係る

コストが発生す

るが、肥料コス

トの低減が可能

である。 

・堆肥を施用でき

る農耕地や牧草

地の確保が困難

な場合、広域流

通を行おうとす

ると、運送代等

のコストが発生

する。 

・プラントの建

設費用と運転

費用が多大で、

売電したとし

ても回収が困

難である。 

・輸送費や処理費

用の負担配分設

定 の 課 題 が あ

る。 

・公共下水道のよ

う な 集 中 処 理

と、浄化槽によ

る分散処理を最

適に組み合わせ

ることにより、

地域の排水処理

のコストを最適

化できる。 
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（１）農業系における対策 

施肥対策を適切に進めるため、関連施策として、以下の法制度等が実施されている。 

 

１）持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（「持続農業法」平成 11年 10

月施行） 

① 趣旨 

全国的に、堆肥等による土づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用の低減を一体

的に行う「持続性の高い農業生産方式」の導入を促進する措置を講じ、環境と調和

のとれた持続的な農業生産の確保を図る。 

② 持続性の高い農業生産方式の導入計画 

 農業者が、都道府県の作成した持続性の高い農業生産方式の導入指針に基づき、 

ア．土づくり技術（堆肥等の有機質資材の施用） 

イ．化学肥料の使用低減技術（局所施肥、有機質肥料の施用等） 

ウ．化学合成農薬の使用低減技術（機械除草、生物農薬の利用、マルチ栽培

等） 

の３技術すべてに取組むことを内容とする持続性の高い農業生産方式の導入

計画を作成 

 都道府県知事が導入計画を認定（認定を受けた農業者：エコファーマー） 

③ 支援策 

持続性の高い農業生産方式を導入する農業者に対する支援措置 

 導入計画の認定を受けた農業者に対する農業改良資金(環境保全型農業導入資

金(無利子資金))の貸付けに関する特例措置 

（償還期間の延長（10年（内据え置き期間３年）→12年（同３年）） 

④ 施行状況 

ア．エコファーマー認定件数 

 エコファーマーの認定件数は、近年農家数の減少等により減少傾向で推移して 

おり、平成 27（2015）年 3月末時点で 16万６千件となっている（図４.３-１ 参

照）。 

イ．化学肥料の使用実態 

 環境保全型農業の取組みの増加に伴い単位面積当たりの化学肥料施用量は減少

傾向で推移している（図４.３-２、図４.３-３ 参照）。 

 国内の化学肥料の平均施用量は、259kg/ha（窒素、リン酸、カリウムの計、図

４.３-３ 左図 参照）で、諸外国とほぼ同程度あるが、農薬の使用量は我が国

の気象条件により諸外国に比べ、11.6kg/ha（図４.３-３ 右図 参照）と高い

水準にある。 

 

 

 


